
 平成２７年  

 

 

 

 

 

第 10回大月市農業委員会委員総会会議録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大月市農業委員会  

 

 



平成２７年第 10回大月市農業委員会委員総会会議録 

 

開催日時 平成２７年 10月 23日（金） 午後２時００分から 

開催場所 大月市民会館４階会議室 

出席委員 

会  長      １番  宮咲 寛也 

委  員      ２番  西村 恒男 

３番  志村 喜光 

４番  平井 美孝 

５番  今泉 治通 

６番  萩原 剛 

７番  蔦木 正彦 

８番  小宮山 篤 

１0番  小俣 昭男 

１１番  久嶋 良元 

１２番  古田 政義 

１３番  米山 義一 

１４番  渡邊 克典 

１５番  天野 千明 

１６番  小宮 文男 

１７番  和田 廣行 

１８番  小林 良次 

１９番  梶原 勝 

２０番  鈴木 章司 

２１番  金井 信 

 

 

１ 互礼 

 

２ 開会 

それではただいまから平成２７年第 10 回大月市農業委員会委員総会を開催致し

ます。 

 

３ 会長挨拶 

          皆さんこんにちは。清々しい晴天が続き紅葉が散見される秋たけなわの季節となり

ました。委員各位におかれましては、ますますご健勝にてご活躍のこと思われま



す。くれぐれも体調管理には配慮されますようお願い申し上げる次第でございま

す。さて、実りの秋を迎えておりますが、作柄はいかがでしょうか。改正農業委員

会法が 9月 4 日に交付され、平成 28年 4月 1日に施行されることに伴い、農業

委員会組織制度は大転換を迎えることになりました。このことにつきましては、農

業新聞等でご案内のとおりですが近く開催されます、地区別農業委員研修会や、

県農政推進農業委員大会等で理解を深めて頂きたいと思います。また TTPがお

おすじ合意に達したことと、これも加わり農業を取り巻く環境が大きく変わってきま

す。農業委員会の業務は言うまでもなく、「行うことができる業務」から「行う業務」

ということになりましたので、任意業務はなくなり業務は厳しくなります。加えて 30

条調査等、担当区域の委員さんには大変ご苦労を掛けております。本日は平成

27 年第 10 回大月市農業委員会委員総会を招集しましたところ、繰り合わせご出

席を賜りまして篤く御礼申し上げます。本日の案件は農地法第 3条案件が 3件、

5条案件が 1件、非農地証明交付案件が 1件であります。本会がスムーズに進行

されますようお願い申し上げ、挨拶といたします。よろしくお願いします。 

 

 

４ 開会宣言 

  宮咲会長   本日は全員の出席をいただいております。本総会が規定により定数に達しており

ますので成立することを宣告致します。  

 

５ 議長選出 

  事 務 局   大月市農業委員会会議規約に基づき議長を会長にお願いします。 

         

６ 議事録署名委員の指名 

議  長     13番  米山 義一委員  14番  渡邊 克典委員を指名する。 

 

７ 議案審議 

議  長      これより、議案審議を行います。議案第 31 号、農地法第 3 条の規定による許

可申請に対し許可を求める件。後記のとおり農地法第 3条の規定による農地等

の権利の移転及び設定の許可申請があったので、意見を求める。番号 1 につ

いて担当委員の説明を求めます。久嶋 良元委員お願いいたします。 

 

久嶋委員    それでは説明します。 

          総会資料に基づき申請者、場所等詳細に説明 

 

議  長     ただいま担当委員の説明が終了しました。久嶋 良元委員ご苦労様でした。た



だいまの説明に対し、質疑がある方は挙手の上指名を受けてからの発言として

下さい。 

 

議  長     異議なしの声がありますので質疑を打ち切り、これより採決を行います。許可に

賛成の方は挙手願います。ありがとうございました。全会一致で許可といたしま

す。 

 

議  長     続きまして議案第 31 号の番号２、３についてですが、譲受人が同じですから一

括上程一括審議とします。担当委員の説明を求めます。蔦木 正彦委員お願

いいします。 

 

蔦木委員    説明させて頂きます。 

          総会資料に基づき申請者、場所等詳細に説明 

 

議  長     ただいま担当委員の説明が終了しました。蔦木 正彦委員ご苦労様でした。た

だいまの説明に対し、質疑がある方は挙手の上指名を受けてからの発言として

下さい。 

 

議  長     はい、小宮委員。 

 

小宮委員    この方の農業の経験はどのような感じですか。 

 

蔦木委員    経験はないですが、譲渡人の安藤さんが面倒を見てくれるということになってい

ますので、心配はないと思います。 

 

議  長     他にございますか。はい、平井委員。 

 

平井委員    この方は神奈川県の綾瀬市に住んでいるようですが、この場所は遠すぎません

か。通って耕作することは非常に時間もかかるし大変だと思うのですが。今の職

を退職されてからの申請をしてもいいのではないでしょうか。 

 

蔦木委員    今年の 12月から浅川に住むそうですので、問題ないと思います。 

 

平井委員    それなら問題ないです。わかりました。 

 

 



 

議  長     異議なしの声がありますので質疑を打ち切り、これより採決を行います。許可に

賛成の方は挙手願います。ありがとうございました。全会一致で許可といたしま

す。 

 

議  長     続きまして議案第 32 号について審議を行いたいと思います 農地法第５条第 1

項の規定による許可申請に対し意見を求める件、後記の通り農地法第５条第 1

項の規定による転用の為の権利の移転・設定許可申請があったので意見を求

める。担当委員の説明を求めます。志村 善光委員お願いします。 

 

志村委員    はい。それでは説明します。 

総会資料に基づき申請者、場所等詳細に説明 

 

議  長     担当委員の説明が終了いたしました。志村 善光委員ご苦労さまでした。ただ

いまの説明に対して質疑がございましたら挙手の上指名を受けてからの発言と

して下さい。 

 

議  長     異議なしの声がありますので、質疑を打ち切り、これより採決を行います。許可

に賛成の方は挙手願います。ありがとうございました。全会一致で許可相当とい

たします。 

 

議  長     続きまして議案第 33 号非農地証明交付申請に対し意見を求める件。後記のと

おり農地法第 2 条の規定による農地または採草放牧地ではない旨の証明書交

付申請があったので許可を求める。担当委員の説明を求めます。今泉 治通委

員お願いします。 

 

今泉委員    説明させて頂きます。 

          総会資料に基づき申請者、場所等詳細に説明 

 

議  長     担当委員の説明が終了いたしました今泉 治通委員ご苦労さまでした。ただい

まの説明に対して質疑がございましたら挙手の上指名を受けてからの発言とし

て下さい。 

 

議  長     はい、小宮委員。 

 

小宮委員    これは杉の木ですか。 



今泉委員    いえ、これは檜ですね。檜の木が何本も立っております。 

 

久嶋委員    はい、分かりました。 

 

議  長     他に何かございますか。異議なしの声がありますので、質疑を打ち切り、これより

採決を行います。許可に賛成の方は挙手願います。ありがとうございました。全

会一致で許可といたします。 

 

議  長     続きまして、日程８報告事項を議題とします。転用確認証明書の交付に対する

報告。事務局の方お願いします。 

 

事務局     それでは説明します。 

          総会資料に基づき申請者、場所等詳細に説明 

 

議  長     それでは説明が終了いたしました。何かございますか。 

          無いようですので、次に移りますがよろしいでしょうか。 

 

議  長     それでは日程 9その他を議題とします。その他で何か意見はございますか。 

           

事務局     それでは事務局から何点かご連絡致します。はじめに利用状況調査についてで

すが、今年の調査対象地区の「七保」・「賑岡」・「大月」地区の農業委員の皆様

には今月初旬から 11 月末までに調査をして頂くことになっております。すでに

調査をして頂いておりますが、農業委員様にはご苦労様です。調査を進める中

で、疑問などがあろうかと思いますが、事務局の方に随時問い合わせて頂けれ

ばと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

          次に先ほど会長からご挨拶の時にお話しがありましたが、農業委員会の委員の

公選制の廃止についてでございます。皆さんご承知のとおり公選制の廃止につ

きましては、法案が通りましたので大月市の広報 11月号に掲載する予定になっ

ておりますのでお知らせします。また広報 12 月号に、農業委員会の選挙人名

簿の登載申請についてのお知らせでございます。今後選挙人名簿の申請が不

要になるというお知らせでございます。これも広報で確認をお願いします。なお

例年 1 月の総会時に農業委員会の選挙人名簿の登載申請書の確認作業をお

願いして居るところでございますが、法改正により今後はなくなりますので、あわ

せてお知らせをいたします。 

次に平成 27 年度地区別農業委員等研修会開催についてでございます。案内

の通り 11月の 13日金曜日に都留市のうぐいすホールにて行われます。会長と相



談いたしまして、例年通り現地集合、現地解散といたします。当日は現地に 12 時

45 分までに集合をお願いいたします。また、当日都合悪い方は、事務局の方に

お知らせをお願いします。 

次に平成 27 年度の山梨県農政推進農業委員大会の開催が予定されておりま

す。日時は 11 月 17 日火曜日の午後 1 時から 4 時まで、甲府市の東光寺にあり

ます、山梨県地場産業センターの大ホールで行われる予定になっております。毎

年県の農業会議か参加依頼がございます。本来なら全員の参加をお願いしたい

のですが、人数制限の関係上、会長と相談いたしまして会長・職務代理と昨年と

一昨年の出席者を除く農業委員と事務局で参加を考えております。当日は事務

局で車を用意いたします。また当日は市民会館駐車場にお集まりいただきまして、

全員で一緒に行くことを考えております。先ほど申し上げました該当者には後日

ご案内通知を出させていただく予定ですのでよろしくお願いいたします。参加の

予定者ですけれども、会長・職務代理・久嶋委員・米山委員・渡邊委員・天野委

員・小宮委員・鈴木委員と事務局で参加となっておりますのでよろしくお願いいた

します。最後にクールビズが今月末で終わりになりますのでお知らせいたします。

それと互助会日の引き落としが 11月の中旬となっておりますのでそれまでに入金

をお願いいたします。以上でございます。 

 

事務局長    先月に蔦木委員さんから農業新聞のお金が引き落とされていないということで

すが、会長が農業会議の方に出席されている関係で、農業会議の予算の方か

ら全員分を賄っているということで、1 年だけらしいですが、蔦木委員さんだけで

なく全員分ですので、お知らせいたします。 

 

議  長     その他に何かございますか。 

 

議   長    それでは本日の全日程が終了致しました。職務代理より閉会宣告をお願いしま

す。 

 

職務代理    それでは今日はスムーズに進行できまして、これで終了致します。どうもご苦労

様でございました。 

 

１０ 閉会時刻          同  日   午後  １４時  ５２分 

１１ 解散時刻          同  日   午後  １５時  ０１分 

 

 

    以上は、この会議の概要を記録したものである。 



 

平成２７年 １０月２３日 

 

議事録署名委員と共に署名押印する。 

 

 

 

 

                 議     長 

 

 

                 議事録署名委員 

 

 

                 議事録署名委員 


